
（平成２１年４月１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 13 件

国民年金関係 7 件

厚生年金関係 6 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 17 件

国民年金関係 7 件

厚生年金関係 10 件

年金記録確認宮城地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



宮城国民年金 事案 778 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 43 年２月の国民年金保険料及び 46 年

４月から 49 年３月までの付加保険料については、納付していたものと認

められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 10 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年４月から 43 年１月まで 

             ② 昭和 43 年２月 

             ③ 昭和 46 年１月から 49 年３月まで（付加保険

料） 

    昭和 35 年 10 月１日に資格を取得し、それから未納となっている 43

年１月まで、地元の納税組合員による集金で納付していました。 

    その時納税組合員の人達は、納付書や手帳は持っていなかったと記憶

しています。 

また、昭和 43 年２月の国民年金保険料及び 46 年１月から 49 年３月

までの付加保険料も納付したはずです。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 43 年２月の国民年金保険料及び 46 年１月から

49 年３月までの期間の付加保険料については、社会保険事務所が保管す

る「国民年金保険料納付済被保険者について（通知）」から、53 年３月

23 日に納付されていることが確認できる。 

ところで、保険料が納付された昭和 53 年３月 23 日当時は、申立期間②

の国民年金保険料は時効により納付できず、また、申立期間③の付加保険

料はさかのぼって納付できない保険料である。 

しかしながら、当該保険料は還付された事実が認められないことから、

長期間国庫歳入金として扱われていたことが明らかであり、時効等により

保険料を納付できないことを理由に申立期間の保険料の納付を認めないの

は信義衡平の原則に反するものと考えられる。 



ただし、申立期間③のうち、昭和 46 年１月から同年３月までの付加保

険料については、既に納付済みの記録となっていることから、納付記録の

訂正は不要である。 

一方、申立期間のうち、昭和 36 年４月から 43 年１月までの国民年金保

険料については、Ａ町保管の国民年金被保険者名簿で申請免除となってい

ることが確認でき、社会保険事務所が管理する国民年金被保険者台帳も同

様の記録となっている。 

また、申立期間①の保険料について、申立人は、当初地元の納税組合で

納めていたと主張し、その後役場窓口での納付又は役場職員が集金に来て

いたとするが、当時の地元納税組合関係者及び役場担当者から事情聴取し

たものの、いずれも納付状況等が確認できない。 

加えて、申立人が国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間①の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 43 年２月の国民年金保険料及び 46 年４月から 49 年３月までの付加

保険料を納付していたものと認められる。 



宮城国民年金 事案 780 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 53 年４月から 54 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 53 年４月から 54 年３月まで 

昭和 53 年４月から 54 年３月までの国民年金保険料納付記録について

照会したところ、納付事実が確認できなかったとの回答をもらった。 

私の母は、国民年金保険料は納めなければならないと私が結婚するこ

ろまで納付してくれていた。 

なお、私の母は、昭和 53 年 11 月に再婚したが、私の名字が変わった

年の１年分が未納とされており、今更納めていないと言われても納得が

いかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は、12 か月と比較的短期間であるとともに、申立人は、強制

加入となった昭和 51 年 10 月以降の国民年金保険料を申立期間を除きすべ

て納付している。 

また、申立人の保険料は、結婚する直前まで母が一緒に納付していたと

しており、Ａ市が保管する国民年金被保険者名簿（紙名簿）によると、昭

和 51 年 10 月から申立人が結婚する直前の 58 年６月までの保険料は、親

子一緒に同一日に現年度納付されていることが確認でき、申立内容を裏付

けるものとなっている。 

さらに、保険料を納付していたとする申立人の母は、既に他界しており、

当時の状況を聴取することができないが、Ａ市保管の上記名簿によると、

母が再婚した日にＡ市の国民年金担当窓口で婚姻による氏名変更の届出を

行っており、同時に申立人も母の夫との養子縁組による氏名変更の手続を

行っていることが確認できる。その時点で納付期限内であった申立期間の



保険料を未納としていることは前後の納付状況からみても考え難い。 

加えて、申立人の母の納付記録をみると、昭和 41 年７月から 44 年３月

までの保険料を 46 年８月に特例納付するなど納付意識は高かったものと

推認できるが、社会保険庁の記録では、38 年４月から 39 年３月までの期

間及び申立人と同様に 53 年４月から 54 年３月までの期間の保険料が未納

とされている。しかし、Ａ市保管の上記名簿では、38 年４月から 39 年３

月までの保険料を納付していることが確認できる上、ほかに過誤納や充当

処理が生じているなど、Ａ市において申立期間を含む納付記録の管理が適

正に行われていなかった可能性がある。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



宮城国民年金 事案 787 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 37 年９月から 39 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年９月から 39 年３月まで 

年金相談会だったと思うが、担当者から「納めないと後で年金がもら

えない。」と言われたので、お金を持って行ったところ、その場で納付

書をもらい、３年間さかのぼって納付した。 

そのとき、１か月 100 円で担当者から「さかのぼって納めると空きが

無く、納付したことになる。」と言われた。 

国民年金手帳に添付されている納付書・領収証書のとおり、申立期間

の２年間は納付していたので、未納があることについて納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金の加入期間中、申立期間を除き保険料を完納してお

り、申立人の夫も昭和 36 年度分を除き満 60 歳の前月まで保険料を完納し

ている状況などからみて、申立人及びその夫の納付意識は高いものと考え

られる。 

また、申立人は、申立期間に係る国民年金保険料の納付書・領収証書

（昭和 45 年８月３日付け及び 46 年１月 18 日付け）を所持していること

から、昭和 37 年度と 38 年度の保険料を完納しているものと認識していた

と推察される。 

さらに、社会保険事務所が保管する国民年金被保険者台帳（マイクロフ

ィルム）によれば、昭和 37 年度及び 38 年度の保険料（申立期間の月額保

険料 100 円の 24 か月分、計 2,400 円）については、第１回特例納付期間

中であったため、昭和 37 年４月から同年８月までの保険料（月額保険料

450 円の５か月分、計 2,250 円）として充当され、差額の 150 円について



は、誤納として記載されているが、還付された記録も無いことなどから、

行政側としては、申立人に事実関係を通知し、不足分の納付を促す措置を

採っていれば、納付意識の高い申立人は納付していたものと考えるのが自

然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



宮城国民年金 事案 788 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 49 年４月から同年９月までの国民年

金保険料については納付していたものと認められることから、納付記録を

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 44 年５月から 45 年９月まで 

② 昭和 46 年４月 

③ 昭和 49 年４月から同年９月まで 

申立期間①及び②については、昭和 44 年当時、銀行には毎月、市役

所には数か月に１度は行っており、その際に納めたはずなので納め忘れ

はないと思う。 

申立期間③については、国民年金保険料の納付はわたしがやっていた

ので、主人が納まっているならわたしも納めていないはずがないと思う。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間③については、申立人は、申立人の夫の国民年金保険料と一緒

に納付していたと主張するところ、Ａ市が保管する国民年金被保険者名簿

（紙名簿）によれば、申立期間後の期間について夫の保険料と一緒に納付

していることが確認できる上、夫については、上記被保険者名簿及び社会

保険庁のオンライン記録によれば、申立期間の国民年金保険料は納付済み

という記録になっている。 

一方、申立期間①及び②については、申立人が申立期間の国民年金保険

料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほか

に申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

また、Ａ市が保管する国民年金被保険者名簿（紙名簿）及び社会保険庁

が保管する国民年金被保険者台帳（マイクロフィルム）によれば、申立人

は、昭和 42 年 11 月１日に資格を喪失し、45 年 10 月 15 日に任意加入に

 



より資格を取得し、46 年４月１日に資格を喪失した記録となっているこ

とから、申立期間①及び②は、国民年金に未加入の期間であり、保険料を

納付することができない。 

さらに、上記名簿の昭和 44 年度から 45 年９月までの欄及び 46 年４月

の欄に、それぞれ「不用」の押印があり、申立期間①及び②の納付記録は

確認できない。 

加えて、申立期間①については、申立人も「自分一人では子供を育てて

いけないので、昭和 44 年５月に夫にＡ市に戻って来てもらい、ゴタゴタ

していたので、仕事を辞めてすぐに任意加入の手続をしなかったかもしれ

ない。」と説明している。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 49 年４月から同年９月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



宮城国民年金 事案 789 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年５月から 49 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 女 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

  住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46 年５月から 49 年３月まで 

Ａ市役所から督促状が郵送され、高額の保険料を納付した。 

領収証が無いためあきらめて、その不足分を補うため、60 歳を過ぎ

てからも国民年金に任意加入し保険料を納付しているが、督促状を出し

ながら、その市役所が何時の分かわからないというのは、納得できない。 

昭和 47 年度分は、免除申請をした記憶が無い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ市からの転出先であるＢ町（現在は、Ｃ市）が保管する国民年金被保

険者名簿（紙名簿）によると、申立期間は納付済みの記録となっているほ

か、昭和 46 年度から 50 年度にかけての備考欄には、矢印とともに納付場

所と思われる「Ａ市」の記載も確認できる。 

また、社会保険庁が保管する国民年金被保険者台帳（マイクロフィル

ム）及びＤ市が保管する国民年金被保険者名簿（紙名簿）によれば、昭和

46 年５月 10 日に申立人の資格が強制加入から任意加入へ種別変更した記

録になっているにもかかわらず、申立期間のうちの 47 年４月から 48 年３

月までの期間は申請免除の記録となっており、行政側の記録管理が十全で

はなかったことがうかがわれる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



宮城国民年金 事案 790 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 56 年４月から 57 年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和６年生 

  住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 56 年４月から 59 年３月まで 

             ② 昭和 60 年４月から 62 年９月まで 

             ③ 平成元年４月から同年９月まで 

    自営業のため老後は年金で生活しなくてはと思い、生活を切り詰めて

も保険料は納付していた。 

    本人が病気のため、妻である私が申立てをするが、夫が夫婦二人分を

一緒に納付していたので、夫婦の記録が違うのはおかしいと思う。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ市が保管する国民年金被保険者名簿（紙名簿）によれば、申立人及び

その妻の国民年金保険料は、おおむね同じ日に納付されていることが確認

でき、夫婦の保険料を一緒に納付していた状況がうかがえることから、申

立期間①のうち昭和 56 年４月から 57 年３月までの期間については、申立

人の妻の保険料は納付済みであるにもかかわらず、申立人の保険料が未納

であるのは不自然である。 

   一方、申立期間①のうち昭和 57 年４月から 59 年３月までの期間並びに

申立期間②及び③については、申立人の妻も未納である。 

   また、申立人の妻によれば、保険料を納付していたという申立人は、病

気療養中であり、記憶が定かではないため事情を聞くのは難しい状態であ

るとのことから、保険料の納付状況等の供述を得ることができない。 

さらに、申立人が、昭和 56 年４月から 57 年３月までの期間を除く申立

期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定

申告書等）は無く、ほかに同申立期間の保険料を納付していたことをうか



がわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 56 年４月から 57 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



宮城国民年金 事案 791 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 63 年４月から平成元年３月までの国

民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付

記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 女 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

  住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 57 年４月から 59 年３月まで 

             ② 昭和 60 年４月から 62 年９月まで 

             ③ 昭和 63 年４月から平成元年９月まで 

    自営業のため老後は年金で生活しなくてはと思い、生活を切り詰めて

も保険料は納付していた。 

    夫が夫婦二人分を一緒に納付していたので、夫婦の記録が違うのはお

かしいと思う。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ市が保管する国民年金被保険者名簿（紙名簿）によれば、申立人及び

その夫の国民年金保険料は、おおむね同じ日に納付されていることが確認

でき、夫婦の保険料を一緒に納付していた状況がうかがえることから、申

立期間③のうち昭和 63 年４月から平成元年３月までの期間については、

申立人の夫の保険料は納付済みであるにもかかわらず、申立人の保険料が

未納であるのは不自然である。 

   一方、申立期間①及び②並びに③のうち平成元年４月から同年９月まで

の期間については、申立人の夫も未納である。 

   また、申立人によれば、保険料を納付していたという申立人の夫は、病

気療養中であり、記憶が定かではないため事情を聞くのは難しい状態であ

るとのことから、保険料の納付状況等の供述を得ることができない。 

さらに、申立人の夫が、昭和 63 年４月から平成元年３月までの期間を

除く申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）は無く、ほかに同申立期間の保険料を納付していたこ



とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 63 年４月から平成元年３月までの国民年金保険料を納付していたも

のと認められる。 



宮城厚生年金 事案 645 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 47 年６月８日から同年 11 月１日まで

の期間については、船員保険料を事業主により給与から控除されているこ

とが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

同年６月８日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を８万円とすることが必

要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の船員保険料を納付する義務を履

行していたか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 30 年 10 月から 31 年９月まで 

          ② 昭和 33 年９月から同年 12 月まで 

          ③ 昭和 34 年８月から同年 10 月まで 

          ④ 昭和 40 年９月から同年 12 月まで 

          ⑤ 昭和 41 年７月から同年９月まで 

          ⑥ 昭和 43 年５月から 45 年６月まで 

          ⑦ 昭和 47 年５月から 47 年 10 月まで 

私が平成６年 10 月から現在まで受給している年金の算定の根拠に、

申立期間①から⑤までが含まれていないので、加入記録を訂正してほし

い。 

また、平成４年４月から６年９月まで受給していた年金の算定の根拠

に、申立期間⑥が含まれていないので、加入記録を訂正してほしい。 

さらに、平成４年から現在まで受給している年金の算定の根拠に申立

期間⑦が含まれていないので加入記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間⑦については、事業主の回答及び在籍証明書、申立人が保管す

る確定申告書の写し並びに元同僚２名の証言から判断すると、申立人が、

昭和 47 年６月８日からＡ社において継続して勤務し、申立期間の船員保



険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

さらに、当該期間に、申立人と一緒に勤務していた元同僚２名は、「申

立人は、船舶Ｂに船長として、乗船していた。」旨の証言をしている上、

事業主は、「雇用関係にある全乗組員は船員保険に加入させていた。」旨

の回答をしている。 

また、当該期間の標準報酬月額については、昭和 47 年４月の社会保険

事務所の記録から判断すると、８万円とすることが妥当である。 

なお、当該期間における申立人に係る保険料の事業主による納付義務の

履行については、事業主は、保険料を納付したか否かについては不明とし

ており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明

らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

一方、申立期間①については、申立人が保管する船員手帳には、「雇止

年月日 昭和 30 年 11 月 24 日、雇止事由 病気」の記載があるほか、社

会保険事務所が保管する船員保険被保険者名簿には、被保険者資格喪失後

の継続療養給付を受給していることを示す「喪失後受給」の記録がある。 

また、上記名簿では、申立期間①において、申立人の氏名は見当たらず、

被保険者番号に欠番は無いことから、船員保険被保険者であったとは考え

難い。 

さらに、申立人は申立期間①において陸上での作業に従事していたとし

ているが、社会保険事務所が保管するＣ社本店の健康保険厚生年金保険被

保険者名簿には、当該期間において申立期間に申立人の氏名は見当たらず、

健康保険の番号に欠番は無いことから、厚生年金保険被保険者であったと

は考え難い。 

申立期間②及び③については、船舶所有者Ｄの子の妻は、「船舶所有者

及びその子(夫)は既に死亡しており、当時の資料は残っていない。」と回

答している。 

また、当該船舶所有者が経営したＥ社の元事務長も「社会保険料を控除

したことを示す当時の資料は残っていない。」と回答していることから、

申立人が被保険者であったことが確認できない。 

さらに、申立人が保管する船員手帳には、「雇止年月日 昭和 33 年９

月 22 日、雇止事由 講習のため」、「雇入年月日 昭和 33 年 12 月 16

日」及び「雇止年月日 昭和 34 年８月 27 日、雇止事由 受講の為」との

記載がある。 

加えて、船員保険被保険者名簿には、申立期間②及び③において、申立



人の氏名は見当たらず、被保険者番号に欠番は無い。 

このほか、申立人は、当該期間において、講習会受講のため陸上で勤務

していたとしているが、Ｅ社は厚生年金保険の適用事業所とはなっていな

い。 

申立期間④及び⑤については、申立人が保管する船員手帳に、「雇止年

月日 昭和 40 年９月８日、雇止事由 病気」、「雇入年月日 昭和 41 年

１月 26 日」及び「雇止年月日 昭和 41 年７月 25 日、雇止事由 病気」

の記載があるほか、船員保険被保険者名簿には、申立期間④及び⑤におい

て、申立人の氏名は見当たらず、被保険者番号に欠番は無いことから、船

員保険被保険者であったとは考え難い。 

また、申立人は申立期間④及び⑤において陸上での作業に従事していた

としているが、Ｆ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、当該期間

において申立人の氏名は見当たらず、健康保険の番号に欠番は無いことか

ら、厚生年金保険被保険者であったとは考え難い。 

申立期間⑥については、申立人が保管する厚生年金保険裁定通知書に記

載された平均標準報酬月額と、申立人が算出した平均標準報酬月額が相違

することから、申立人は平成４年４月から６年９月までの期間に受給して

いた厚生年金保険の算定の根拠に当該申立期間が含まれていないと主張し

ているが、これは社会保険庁と申立人の平均標準報酬を算出する過程にお

ける端数処理の方法が異なっているためであり、申立期間⑥が算定の根拠

に含まれていないとする主張はあたらない。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料、周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①から⑥までに係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 



宮城厚生年金 事案 646 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を昭和 43 年７月 26 日に訂正し、42 年５月から 43 年６月までの標

準報酬月額を１万 6,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年５月１日から 43 年７月 31 日まで 

私は、昭和 42 年４月から社会保険完備という条件で、Ａ社に採用さ

れ、43 年７月末まで従事した。 

厚生年金保険被保険者記録を確認したところ、昭和 42 年５月１日か

ら 43 年７月末までの期間は被保険者記録が見付からないと回答をもら

ったが、この期間についても勤務していたので、厚生年金保険被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の従業員名簿及び雇用保険の加入記録から判断すると、申立人は、

Ａ社に昭和 43 年７月 25 日まで継続して勤務していたことが確認できる。 

また、当時の複数の元同僚は、申立人と同じ業務に従事していたことを

証言しており、これらの複数の元同僚は、いずれも厚生年金保険の記録が

継続している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、当該期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

また、昭和 42 年５月から 43 年６月までの標準報酬月額については、社

会保険事務所の管理する申立人及び同僚の記録から、１万 6,000 円とする

ことが妥当である。 



なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務を履行したか否かに

ついては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び

周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 



宮城厚生年金 事案 653 

 

第１ 委員会の結論 

申立人が申立期間に勤務していたとするＡ社（現在は、Ｂ社）は、当時、

社会保険事務所の記録では厚生年金保険の適用事業所となっていないが、

適用事業所の要件を満たしていたと認められるところ、申立人は、申立期

間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れることから、申立人の同社における資格取得日に係る記録を昭和 48 年

４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を５万 6,000 円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48 年４月１日から同年５月１日まで 

私は、Ｃ社（現在は、Ｄ社）に勤務していたが、昭和 48 年４月１日

から新しく設立されたＡ社に出向し、同年 10 月１日に元の会社に戻っ

た。 

出向した６か月のうち、最初の１か月だけが厚生年金保険未加入期間

となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

元同僚の証言、当該事業所に係るＤ社が提出した資料及び雇用保険の記

録から判断すると、申立人が当該事業所に昭和 48 年４月１日から継続し

て勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立期間前後の社会保険事

務所の記録から、５万 6,000 円とすることが妥当である。 

一方、社会保険事務所の記録によれば、当該事業所は、申立期間は厚生

年金保険の適用事業所としての記録が無い。しかし、当該事業所は、申立

期間当時、法人事業所であり、５人以上の従業員が常時勤務していたこと



が確認できることから、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件

を満たしていたものと判断される。 

なお、事業主は、申立人の申立期間において適用事業所でありながら、

社会保険事務所に適用の届出を行っていなかったと認められることから、

申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



宮城厚生年金 事案 654 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 60 年９月 21 日に訂正し、申立期間の標準

報酬月額を 18 万円とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 14 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 59 年９月 21 日から 60 年９月 21 日まで 

    昭和 55 年９月にＣ社を定年退職し、再雇用で３年間勤め、さらに、

Ａ社に２年間勤務しました。添付した給与明細書のとおり、60 年９月

分の給与まで厚生年金保険料は控除されているので、申立期間は厚生年

金保険に加入していたことは間違いがありません。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録、給与明細書及び申立てに係る事業所からの回答書によ

り、申立人がＡ社に昭和 60 年９月 20 日まで継続して勤務し、59 年９月

から 60 年８月までの厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

また、昭和 59 年９月から 60 年８月までの標準報酬月額については、給

与明細書の保険料控除額から、18 万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人の当該期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は、申立人の２年間の勤務は明白であり、保

険料は給与明細書からも控除されていることが確認できるので、納付して

いるはずであると主張しているが、これを確認できる関連資料及び周辺事

情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立どおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に

対し行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

無いことから、行ったとは認められない。 

 



宮城厚生年金 事案 655 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 53 年 10 月２日から同年 12 月 21 日ま

での期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

53 年 10 月２日に、資格喪失日に係る記録を同年 12 月 21 日に訂正し、当

該期間の標準報酬月額を 26 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 53 年 10 月１日から 54 年３月 31 日まで 

    Ａ社Ｂ事業所の職長として採用された。最初から正社員として雇われ、

給料は本社から、月給 25 万円を支給された。 

保険料、所得税等は天引きされていた。勤務期間中は健康保険証が交

付されており病院等で使用した。 

当時一緒に勤務した同僚には当該事業所での厚生年金記録があるのに、

自分には無いので申立てをした。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録並びに申立人の上司及び同僚の証言から、申立人が昭和

53 年 10 月２日から同年 12 月 21 日までの期間においてＡ社に勤務してい

たことが認められる。 

また、申立人とＡ社Ｂ事業所で一緒に勤務したとする上司及び複数の同

僚は、「申立人は申立期間において、職長として勤務し、常勤してい

た。」と証言している上、上司及び複数の同僚は、いずれも厚生年金保険

の記録が継続している。 

さらに、社会保険事務所が保管するＡ社に係る被保険者名簿によると、

昭和 53 年 10 月に資格を取得したほとんどの者の資格喪失日は、同年 12

月 21 日となっていることが確認できる。 



これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間のうち昭和 53 年 10 月２日から同年 12 月 21 日までの

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、上記名簿から 26 万円とす

ることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主の納付義務の履行については、当該

事業所は既に解散しており、当時の事業主とも連絡が取れないため、これ

を確認することはできないが、上記名簿によると、申立人は、いったん被

保険者資格を取得した後、さかのぼって取消処理をされていることが確認

でき、事業主から申立人に係る被保険者資格の取消しの届出が無いにもか

かわらず、社会保険事務所がこれを記録することは考え難いことから、事

業主が社会保険事務所の記録どおりの届出を行っており、その結果、社会

保険事務所は申立人に係る保険料の納入の告知を行っておらず(社会保険

事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充

当した場合又は保険料を還付した場合を含む。)、事業主は、当該期間に

係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、上記名簿によれば、申立期間のうち昭和 53 年 12 月 21 日から 54

年３月 31 日までについては、申立人の取消処理された被保険者期間は 53

年 10 月２日から同年 12 月 21 日となっていることが確認でき、それ以降

の期間については被保険者期間であることをうかがわせる記録が無い上、 

ほかに当該期間における厚生年金保険料の控除を確認できる関連資料及び

周辺事情も無い。 

これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険の被保険者として、

当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 657 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 45 年３月 21 日から 46 年８月１日ま

での期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日に係る

記録を 45 年３月 21 日に、資格喪失日に係る記録を 46 年８月１日に訂正

し、45 年３月から 46 年７月までの標準報酬月額については、３万 6,000

円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年２月１日から 46 年８月１日まで 

    Ａ社Ｃ営業所に勤務した期間の厚生年金保険加入期間について照会し

たところ、勤務した期間については加入事実が確認できないとの回答を

もらいました。 

私は、昭和 45 年２月１日からＡ社Ｃ営業所に正社員として勤務し、

営業所が閉鎖になるため、46 年７月 31 日で退職しました。 

給料などの事務処理は、Ａ社Ｂ支店で一括して行っていましたが、昭

和 46 年分給与支払報告書によると、社会保険料の金額が記載されてい

るので、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された昭和 46 年分の給与支払報告書及び雇用保険の加

入記録から、申立人が昭和 45 年３月 21 日から 46 年７月 31 日まで、Ａ社

に勤務していたことが確認できる。 

   また、Ａ社Ｃ営業所の元責任者は、「申立人は正社員として採用され、

正社員については、採用した時点から厚生年金保険への加入手続をしてい

た。」と証言をしている上、申立期間において当該元責任者の厚生年金保

険の記録は継続している。 



   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間のうち昭和 45 年３月から 46 年７月まで厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、当該期間の標準報酬月額については、給与支払報告書の保険料控

除額から、３万 6,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は不明としているが、社会保険事務所が保管する申立期間の健康保

険厚生年金保険被保険者原票に欠番が見当たらないことから、申立人に係

る社会保険事務所の記録が失われたとは考えられない。仮に事業主から申

立人に係る被保険者資格取得届が提出された場合には、その後被保険者標

準報酬月額算定基礎届や被保険者の資格喪失届を提出する機会があったこ

ととなるが、いずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を記録し

ておらず、これは通常の事務処理では考え難いことから、事業主から当該

社会保険事務所へ資格の取得等に係る届出は行われていないと認められ、

その結果、社会保険事務所では、昭和 45 年３月から 46 年７月までの保険

料について納入の告知を行っておらず、事業主は当該期間に係る保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 



宮城国民年金 事案 779 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 40 年５月から 47 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 40 年５月から 47 年３月まで 

    ねんきん特別便で、国民年金保険料の未納期間があることを知り、申

立期間の納付記録照会申出書を提出したところ、納付事実が確認できな

かったとの回答をもらった。 

私の保険料については、結婚後は夫の分と一緒に納税組合を通じて納

めてきたはずであり、私の分だけ未納となっているに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の保険料は、夫の分と一緒に納税組合を通じて納付していたと

主張しているが、納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）は無い。 

また、国民年金手帳記号番号が払い出されたＡ町（現在は、Ｂ市）及び

結婚後のＣ町（現在は、Ｂ市）には申立人の国民年金被保険者名簿は保存

されていないが、昭和 56 年８月 25 日にＤ市に転入した際に作成された被

保険者名簿（紙名簿）の納付記録には、37 年６月から 47 年３月までの保

険料は未納となっている。 

さらに、申立人は昭和 40 年５月の結婚後に国民年金に加入し、手続は

夫が行ったとしているが、申立人の国民年金手帳記号番号は、38 年 12 月

６日にＡ町で払い出されており、申立人自身も 20 歳となった月から 40 年

４月までの保険料については納付していなかったとしている。 

加えて、当時加入していた納税組合の組合員に聴取したところ、「組合

長は１年交替で担当し、役場から送付される納付書に基づき、組合長が集

金を行っていた。」と証言している。このことから、国民年金加入者が納

税組合に加入していた場合、長期間（83 か月）にわたって未納となって



いることは考え難い上、別の国民年金手帳記号番号が払い出され、保険料

を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



宮城国民年金 事案 781 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 53 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53 年１月から同年３月まで 

国民年金保険料納付記録について照会したところ、昭和 53 年１月か

ら同年３月までの期間は未加入期間であるとの回答をもらいました。 

申立期間の保険料は、母親が町内会の国民年金保険料集金係を経由し、

町役場に納付しました。 

年金手帳再交付時に、社会保険事務所の担当者から、申立期間の保険

料は納付済みであり、他の期間についても未納は無いと言われました。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、国民年金手帳記号番号が払い出されたのは、昭和 55 年５月 20 日

であり、さらに、Ａ市が保管する国民年金被保険者名簿によると、当該名

簿が作成されたのは 55 年５月であることが確認できることから、53 年当

時、申立期間については未加入期間とされており、納付書の発行は行われ

なかったものと考えられる。 

加えて、ほかに別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



宮城国民年金 事案 782 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 61 年４月から 63 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61 年４月から 63 年３月まで 

申立期間当時、私は学生だったため、父が保険料を納付してくれてい

た。 

    今回改めて父に尋ねたところ、税金等を滞納したことや未払いという

ことは無く、当時Ａ町Ｂ地区には納税組合があり、取りまとめをしてく

れていたとのことで、個人で入金忘れはできなかったはずである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ市が保管する改製原戸籍の附票によれば、申立人は、昭和 61 年４月

８日から 63 年３月 13 日までの間、Ｄ市に住所を定めていたことが確認で

きることから、申立期間のほとんどがＡ町（現在は、Ｃ市）の納税組合を

通じては納付することができない期間となる。 

また、Ｄ市が保管する国民年金被保険者名簿（紙名簿）においては、資

格喪失日が昭和 61 年４月１日（届出年月日が 61 年７月 24 日）と記載さ

れている上、保険料納付状況欄の昭和 61 年度４月欄には不用ということ

を意味する印があることから、申立人がＤ市に在住していた期間は、国民

年金に未加入であったことが確認される。 

さらに、申立人は、申立期間の保険料について直接納付に関与しておら

ず、納付したとされる申立人の両親及び納税組合に確認しても、納付を裏

付ける具体的な証言及び関連資料等を得ることはできず、ほかに申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



宮城国民年金 事案 783 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 50 年１月から 57 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50 年１月から 57 年６月まで 

税理士に指摘され、夫婦二人分の滞納分の保険料を妻が現金でＡ市Ｂ

支所に納付した。納付した金額は夫婦二人分で 100 万円以上と記憶して

いる。その後は未納なく定期的に納付している。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は申立期間の国民年金保険料の納付に関わっておらず、妻が納付

したと主張しているが、申立人の妻が申立期間の国民年金保険料を納付し

ていたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人は、妻が申立人の分と一緒に納付したと主張するが、社会

保険事務所が保管する国民年金被保険者台帳（マイクロフィルム）及びＡ

市が保管する国民年金被保険者名簿（紙名簿）によれば、申立期間につい

ては夫婦共に未納とされている。 

さらに、申立人の妻は「第三子が生まれた後の昭和 57 年から 58 年ごろ、

税理士に言われて、夫婦二人分の保険料として 100 万円以上を一括で納付

した。」と供述しているが、57 年以降であれば、第３回特例納付の実施

時期も過ぎていることから、申立期間の多くは時効により納付できない。 

加えて、申立期間の納付額が最大となるのは、第３回特例納付の実施時

期の最終月である昭和 55 年６月に 50 年１月から 53 年３月までの保険料

を特例納付し、その後、通常納付した場合であるが、その場合でも納付額

は夫婦二人分で約 68 万円であり、申立人が主張する 100 万円以上との金

額とはかい離している上、一括納付したとの主張とも相違することになる。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



宮城国民年金 事案 784 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 50 年１月から 57 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50 年１月から 57 年６月まで 

税理士に指摘され、夫婦二人分の滞納分の保険料を現金でＡ市Ｂ支所

に納付した。納付した金額は夫婦二人分で 100 万円以上である。その後

は未納なく定期的に納付している。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人は夫の分と一緒に納付したと主張するが、社会保険事務所

が保管する国民年金被保険者台帳（マイクロフィルム）及びＡ市が保管す

る国民年金被保険者名簿（紙名簿）によれば、申立期間については夫婦共

に未納とされている。 

さらに、申立人は「第三子が生まれた後の昭和 57 年から 58 年ごろ、税

理士に言われて、夫婦二人分の保険料として 100 万円以上を一括で納付し

た。」と供述しているが、57 年以降であれば、第３回特例納付の実施時

期も過ぎていることから、申立期間の多くは時効により納付できない。 

加えて、申立期間の納付額が最大となるのは、第３回特例納付の実施時

期の最終月である昭和 55 年６月に 50 年１月から 53 年３月までの保険料

を特例納付し、その後、通常納付した場合であるが、その場合でも納付額

は夫婦二人分で約 68 万円であり、申立人が主張する 100 万円以上との金

額とはかい離している上、一括納付したとの主張とも相違することになる。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



宮城国民年金 事案 785 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 54 年 10 月及び 55 年３月から同年８月までの期間の国民

年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏   名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 54 年 10 月 

② 昭和 55 年３月から同年８月まで 

国民年金の加入手続を自分及び家族はしていないが、申立期間の国民

年金保険料の納付書が郵送されてきたので、Ａ社及びＢ社Ｃ支店に集金

に来ていた、Ｄ銀行Ｅ支店の職員に定期積立預金の掛け金と国民年金保

険料を支払った記憶がある。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人は申立期間①及び②の加入手続、保険料の納付金額に関す

る記憶があいまいであり、加入及び納付についての具体的な状況が不明で

ある。 

さらに、Ｆ市が保管する国民年金被保険者名簿（電子データ）において

も、申立期間は未納の期間となっている。 

加えて、申立期間①及び②については、Ｆ市が保管する国民年金被保険

者名簿（電子データ）によれば、資格の得喪について、昭和 54 年 10 月

21 日に新規取得、54 年 10 月 28 日に資格喪失、55 年３月 21 日に再取得、

55 年９月１日に資格喪失、平成 10 年７月 16 日に再取得した旨記録され

ており、これらの資格記録の処理日がいずれも平成 10 年７月 16 日である

ことから、Ｂ社Ｃ支店の厚生年金保険の資格を喪失した同日に、さかのぼ

って資格記録の追加が行われたと推認される。 

また、社会保険庁のオンライン記録によれば、申立期間①及び②の資格



記録の追加変更年月日が平成 10 年８月 17 日となっているところ、Ｆ市か

らの報告により資格記録を追加したものと考えられることから、当該期間

について納付書の発行は行われず、この時点では時効により納付できなか

ったものと推認される。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



宮城国民年金 事案 786 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43 年６月から 48 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏   名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 43 年６月から 48 年３月まで 

申立期間当時はＡ市等に居住していたが、昭和 48 年に結婚したとき

に、父から聞いた話では、国民年金の加入手続は父が行い、結婚までの

国民年金保険料についても父が納付していたとしている。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立人の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は申立期間の国民年金への

加入手続や保険料納付に直接関与しておらず、国民年金の加入手続及び納

付を行ったとする父親は既に死亡しており、当時の状況を聴取することが

できない。 

   また、申立人は国民年金の加入及び納付について、父親がＢ市で行った

と供述しているが、Ｂ市が保管する改製原戸籍の附票によれば、申立期間

当時に申立人が住民登録していた住所はＣ区、Ｄ区、Ａ市となっており、

申立期間の加入手続及び納付をＢ市で行うことはできない。 

さらに、Ｂ市が保管する国民年金被保険者名簿（紙名簿）によれば、申

立人が最初に国民年金に加入したのは、昭和 48 年４月 10 日の任意加入で

あることが確認できることから、申立期間は未加入期間のため、国民年金

保険料を納付することはできない。 

   加えて、別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる

事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



宮城厚生年金 事案 643 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に相当する厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 47 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成 18 年３月１日から同年９月１日まで 

    私は、平成 17 年 11 月から 18 年８月末日まで、Ａ社Ｂ営業所に勤務

し、厚生年金保険には 18 年３月から加入していた。 

しかし、申立期間の標準報酬月額（15 万円）は、手当分が含まれて

いない基本給のみであることから、標準報酬月額を実際に支給されてい

た金額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあった給与明細書上の保険料控除額を基に算定した標

準報酬月額と社会保険事務所の記録上の標準報酬月額は一致している。 

また、申立人が勤務していた事業所は、平成 18 年度の算定基礎届にお

いて、標準報酬月額を 24 万円とする届出を社会保険事務所に行っていた

ことが確認できる。 

さらに、算定基礎届で決定した標準報酬月額については、平成 18 年９

月からの適用となることから、申立人が同年９月１日に被保険者資格を喪

失したことにより、新たな標準報酬月額が取り消されたものである。 

   これまで収集した関連資料及び周辺事情について総合的に判断すると、

申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 644 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 43 年 12 月１日から 44 年 11 月１日まで 

「58 歳時の加入記録のお知らせ」に記載のある加入記録を確認した

ところ、私が記憶しているＡ社Ｂ支店での加入期間が異なっているため、

年金加入記録照会票を社会保険業務センターに照会したところ、当該事

業所に係る厚生年金保険の加入期間は昭和 44 年 11 月１日から 48 年 10

月 17 日までとなっているとの回答をもらった。 

私は、当該事業所に昭和 43 年 12 月ごろから勤務した記憶があり、勤

務した当初の雇用形態は、嘱託扱いであったと思う。これまで転職の際

に１年近く無職だった期間は全く無く、最長でも４か月か５か月程度で

あったと思うので、再度、申立期間の厚生年金保険の加入状況を調べて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の証言から、申立人が申立期間内にＡ社Ｂ支店に勤務してい

たことを推認することができるが、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書、源泉徴収

票等の資料は無い。 

また、社会保険事務所が保管する当該事業所に係る健康保険厚生年金保

険被保険者原票において、健康保険の整理番号に欠番は無く、申立人の資

格取得日は昭和 44 年 11 月１日であることが確認できる。 

さらに、当該事業所の当時の主任によると、当該事業所では、「委任行

為契約を結んで新規顧客の確保や集金業務を担当してもらい、契約期間が

切れる約１年後に成績優秀な担当者を社員として採用し、厚生年金保険に

加入させていた。」と証言しており、申立人が記憶する同僚も、当該事業



所と委任行為契約を結んで昭和 42 年９月から勤務し、３か月間の営業研

修及び６か月間の技術・技能研修を修了した 43 年６月１日に厚生年金保

険被保険者資格を取得したとしている上、ほかの３名の同僚等についても

入社後８か月から 14 か月経過してから厚生年金保険の資格を取得してい

ることが確認でき、勤務開始後すぐに厚生年金保険の加入となっていない。 

加えて、当該事業所の本社は、昭和 60 年 11 月１日に社名をＣ社に変更

後、61 年に申立てに係る事業所を含む８支店を閉鎖して平成 12 年に会社

を清算していることから、賃金台帳等の関係資料が無く、申立人の加入記

録は確認できない。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料、周辺事情は見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 647 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 38 年４月から 41 年８月まで 

             ② 昭和 45 年８月から 47 年３月まで 

私は、申立期間①については中学校卒業後、集団就職によりＡ社に就

職し、Ｂ工場等に勤務しており、健康保険証や年金手帳を所持していた

記憶があるので厚生年金保険加入期間として認めてほしい。 

また、申立期間②については、公共職業安定所の紹介によりＣ社に採

用になり、昭和 45 年８月から勤務しているが、厚生年金保険の加入記

録は 47 年４月１日からとなっており、それ以前の期間についても同様

の業務に従事していたので、厚生年金保険加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を

確認できる給与明細書等の資料は無い。 

申立期間①については、元同僚の回答から、申立人が当該事業所に従事

していたことは確認できる。 

しかし、申立期間におけるＡ社Ｂ工場の従業員は、20 名前後であった

としているが、同社の昭和 39 年 10 月１日現在の役員・職員名簿では、Ｂ

工場の欄には 10 名しか氏名の記載が無く、その中に申立人の氏名は見当

たらない。 

また、元同僚は「申立人を含めた工場採用者の給与は工場経費からの支

給であり、厚生年金保険の加入はなかった。名簿の 10 名は本社採用で給

与支給方法も異なっていた。」と回答していることから、当該事業所には

厚生年金保険の加入者と未加入者が勤務していたことがうかがえる。 

さらに、社会保険庁が保管している健康保険厚生年金保険被保険者台帳



に、申立人の氏名は見当たらない。 

一方、申立期間②については、当該事業所の厚生年金保険新規適用日は、

昭和 45 年 10 月１日であり、申立期間の一部は健康保険厚生年金保険適用

事業所となっていない期間であるほか、当該事業所に人事記録等の資料は

残存していない。 

また、社会保険事務所が保管する健康保険厚生年金保険被保険者原票に、

申立期間について申立人の氏名は見当たらず、申立人が当該事業所におい

て厚生年金保険被保険者となった昭和 47 年４月１日以前の健康保険番号

に欠番は無い。 

このほか、申立期間①及び②について、申立てに係る事実を確認できる

関連資料、周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



宮城厚生年金 事案 648 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 34 年１月から同年８月まで 

    私は、Ａ社が初めてＢ支店を設立した昭和 34 年１月から同年８月ま

で、管理者として勤務していたが、社会保険事務所から厚生年金保険被

保険者期間としての加入記録は無いとの回答をもらったので、申立期間

を厚生年金保険加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

された事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無い。 

   また、申立人の元同僚は、「当時のＢ支店の従業員は 25 名程度であり、

従業員の顔は覚えているが、申立人については記憶が無い。」と回答して

いる。 

さらに、社会保険事務所が保管する当該事業所の健康保険厚生年金保険

被保険者名簿では、申立期間について申立人の氏名は見当たらず、健康保

険の整理番号に欠番も無いほか、不自然な点は見受けられない。 

   このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 649 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

 １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29 年６月から 31 年 10 月まで 

私は、公共職業安定所で「厚生年金保険も失業保険も加入しているの

で安心だよ。」と勧められ、昭和 29 年６月から 31 年 10 月までＡ社で

勤務していた。 

社会保険事務所から厚生年金保険の加入記録は見付からないとの回答

をもらったが、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持する社内旅行の写真及び元同僚の証言から判断すると、申

立人が申立期間において当該事業所に勤務していたことを推認することが

できる。 

   しかし、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを示す給与明細書等の関連資料は無い上、厚生年金

保険料の控除の有無について、申立人の記憶も不明確である。 

   また、申立書に記載されている同僚 19 名のうち７名は厚生年金保険の

加入記録は無く、社内旅行の写真に写っている同僚計 33 名のうち９名は

厚生年金保険の加入記録は無いほか、撮影日が推定できる写真に写ってい

る同僚 18 名のうち、その時点において８名の厚生年金保険の未加入者が

確認できることから、当該事業所では一部の社員については厚生年金保険

に加入させていなかったことがうかがえる。 

   さらに、申立書に記載されている同僚及び社内旅行の写真に写っている

元同僚の中には、入社してから数年後に厚生年金保険の被保険者となった

者が見受けられるほか、申立人の前任者も厚生年金保険の加入記録が無い。 



加えて、社会保険事務所が保管する当該事業所の健康保険厚生年金保険

被保険者名簿に申立人の氏名は見当たらず、申立期間の整理番号に欠番も

無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 650 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年９月から 41 年２月まで 

    私は、昭和 40 年９月から 41 年２月ごろまでＡ社に勤務していたが、

社会保険事務所の加入記録の照会の回答では、Ａ社で厚生年金保険に加

入していた記録が見当たらない。 

 当時、正社員として勤務しており未加入期間があるのは理解できない

ので、申立期間を厚生年金保険の加入期間として認め、年金を支給して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立てに係る事業所における申立人の元同僚の回答及び申立期間当時の

勤務実態に関する申立内容から判断して、申立人は、申立期間に当該事業

所に勤務していたことを推認することができる。 

しかし、当該事業所は、既に解散しており、元代表者は、｢申立期間当

時の人事記録等は、残存していない。｣と回答しており、申立人が申立期

間に当該事業所に勤務していたことについては確認できない。 

また、社会保険庁の当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿で

は、申立期間に申立人の氏名は見当たらず、健康保険の整理番号に欠番は

無い。 

さらに、申立人が、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除された事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 651 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57 年２月 16 日から 59 年９月まで 

    平成 19 年１月ごろ、私の厚生年金保険期間の調査を社会保険事務所

に依頼したが、Ａ社(現在は、Ｂ社)の厚生年金保険被保険者名簿に私の

名前が無い旨の回答をもらった。 

しかし、私は、昭和 57 年２月から 59 年２月までＣ国、59 年２月か

ら同年９月までＤ国にて仕事をするため、Ａ社と業務委託契約書を交わ

し、社会保険に加入していたはずなので、厚生年金保険期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が保管している申立てに係る事業所との業務委託契約書並びに住

民票及び戸籍の附票の記録から判断すると、申立人は、申立期間当時に海

外派遣されていたと認められる。 

しかし、当該事業所は｢申立人の入社日は不明であり、申立期間当時は、

海外で仕事をしていただいた方は、すべて業務委託契約で社会保険には加

入していない。｣と回答していることから、申立人がＡ社の社員として厚

生年金保険被保険者であったことは確認できない。 

さらに、当該事業所には人事記録、厚生年金保険の加入記録等は残存し

ておらず、申立期間についての勤務状況が確認できない。 

加えて、社会保険事務所が保管する当該事業所の健康保険厚生年金保険

被保険者名簿では、申立期間について申立人の氏名は見当たらず、健康保

険の整理番号に欠番も無い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 652 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等   

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 29 年３月１日から同年５月１日まで 

 ② 昭和 29 年 12 月 30 日から 31 年８月まで 

    私は、昭和 29 年３月１日からＡ社（後にＢ社に合併）に正社員とし

て採用され、本社に赴いたが、Ｃ作業所が多忙とのことで同作業所に赴

任し、大学の卒業式は現場から直接行くことを許可された。その後、同

年５月ごろにＤ作業所へ転勤し、同年８月ごろに主任になったが、31

年８月 20 日ごろ退社した。 

 社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、当該事

業所での加入記録は昭和 29 年５月１日から同年 12 月 30 日までと回答

を受けたが、申立期間①及び②は在籍していたので調査をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立てに係る事業所における元同僚の回答及び申立期間当時の勤務実態

に関する申立内容から判断して、申立人は、申立期間①及び②に当該事業

所の当該作業所に勤務していたことを推認することができる。 

しかし、申立人が、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等

の資料は無い。 

申立期間①については、申立人が記憶している元上司及び先輩は、死亡

又は連絡先不明であり、申立人の勤務期間及び保険料控除について確認で

きない。 

また、社会保険事務所が保管する当該作業所の健康保険厚生年金保険被

保険者名簿（マイクロフィルム）には、元上司及び先輩の氏名は確認でき

るが、申立人の氏名は見当たらず、健康保険の整理番号に欠番も無い。 



申立期間②については、元同僚１名は、申立期間中継続して勤務してい

たと回答しているものの、社会保険事務所が保管する当該作業所の健康保

険厚生年金保険被保険者名簿（マイクロフィルム）には、昭和 29 年５月

１日資格取得、同年 12 月 30 日資格喪失と記録されている。 

申立期間①及び②について、当該事業所は、昭和 43 年１月 26 日Ｂ社に

合併したが、同社は、当時の人事記録、賃金台帳等は残っていないと回答

している。 

また、申立人は、結婚する前月の昭和 31 年 12 月 10 日まで住民票の異

動の手続を行っていないとしており、住民票及び戸籍の附票から転勤に伴

う住居の異動時期は確認できない。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 656（事案 392 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 40 年８月１日から 42 年４月１日まで 

新たな証拠が見付かり、また、訂正すべき点もあることから再申立て

するので、申立期間に係る脱退手当金について受給していないことを認

めてほしい。 

新たな証拠として、友人のＡ氏が、昭和 40 年９月のＡ氏の結婚式の

際に、私に対して脱退手当金を結婚資金の一部にしたことを話し、私が

「私もそうだったよね・・・。」と話したことを記憶していた。 

また、訂正すべき点として、私が脱退手当金を受給したのは、Ｂ社に

勤務中の結婚直前と思っていたが、退職しないと支給されないのであれ

ば勘違いだったと思う。Ｂ社の退職日が昭和 40 年４月４日ならば脱退

手当金の申請日と受給日は平成 15 年にＣ社会保険事務局社会保険審査

官へ審査請求した時に申し立てたとおり 40 年２月から６月ごろだと思

う。 

さらに、受給した脱退手当金で購入したものは、着物等であるが、残

金を新婚旅行に使ったという記憶は勘違いだったと思う。 

加えて、私が受給したことを記憶している脱退手当金の支給方法が銀

行口座への振込であれば、結婚したころにＣ信用組合に作った通帳に振

り込まれていると思われるので調べてほしい。 

Ｄ社の被保険者名簿に押されている「脱退」のゴム印の中に確認でき

る文字は「○年６月 25 日」と判読できるので、Ｂ社の退職後の昭和 40

年６月 25 日に支給した際の押印であり、Ｂ社の被保険者名簿に押印す

べきものを誤ってＤ社の被保険者名簿に押印したのではないか。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、当該期間に係るＤ社の被保険者名簿



に脱退手当金が支給されたことを示す「脱」表示がある上、申立期間とそ

れ以前の期間を支給期間とした脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無い

など、一連の事務処理に不自然さはうかがえないとして、既に当委員会は、

申立人が脱退手当金を受給していないものと認めることはできないと決定

し、同決定に基づき申立人に対し、平成 20 年 12 月 15 日付けで年金記録

の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

申立人は、友人の証言などの新たな証拠が見付かったと主張するが、こ

れは委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められず、ほかに

委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申

立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 



宮城厚生年金 事案 658 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 15 年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 26 年９月８日から 31 年７月 14 日まで 

厚生年金保険の加入記録について照会したところ、Ａ社Ｂ支部に勤務

していた昭和 28 年９月８日から 31 年７月 14 日までの期間が脱退手当

金支給済みとなっている旨の回答をもらった。 

私は、退職時に会社から退職手当をもらった記憶はあるが、脱退手当

金はもらっていないので、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁が保管する申立人の厚生年金保険被保険者台帳によると、Ａ

社Ｂ支部において被保険者資格を昭和 31 年７月 14 日に喪失し、同年８月

13 日に脱退手当金が支給されたことを示す記載が確認できるとともに、

申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、一連の事務処理に

不自然さはうかがえない。 

また、申立人の脱退手当金が支給決定された時期は通算年金通則法施行

前であり、申立人が脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえない

上、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 


